
  2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合 

運営規約（案） 

 

 （名称） 

第１条 本会は、「2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推

進首長連合」と称する。 

 （目的） 

第２条 本会は、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催の機会を契機とし、

地域が広域的に連携を図り、その特色を活かした様々な取組を進めることで、世界

に向けた地域の魅力及び総合力を発信することにより、地域の活性化をより確実な

ものとし、地方創生を実現することを目的とする。 

 （活動内容） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。 

 (1) 世界に向けた地域の魅力及び総合力を発信するための全体の企画に関するこ

と 

 (2) ローカル版クールジャパンに関すること 

 (3) 観光振興に関すること 

 (4) 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会等へのセ

ールスに関すること 

 (5) 人材育成に関すること 

 (6) その他目的を達成するために必要な活動 

 （会員） 

第４条 本会の会員は、全国の市町村の長で、本会の趣旨に賛同し、参加表明書を会

長に提出した者とする。 

２ 会員は、正会員又は賛助会員とし、その役割は次のとおりとする。 

 (1) 正会員 前条各号に掲げる活動の推進 

 (2) 賛助会員 本会の情報共有 

 （負担金） 

第５条 正会員は、次の各号に掲げる正会員が属する自治体の区分に応じ、当該各号

に定める負担金を納入しなければならない。 

 (1) 政令指定都市 年額50万円 

第１号議案 



 (2) 中核市 年額30万円 

 (3) その他の市町村 年額10万円 

 （会員の脱退） 

第６条 正会員又は賛助会員は、会長に脱退届を提出することで本会を脱退すること

ができる。 

 （役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会長 １名 

(2) 会長代行 １名 

 (3) 副会長 若干名 

 (4) 監査役 若干名 

２ 前項に定める役員は、正会員の互選により選出する。 

３ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （職務） 

第８条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。 

２ 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を行う。 

３ 副会長は、会長及び会長代行を補佐し、会長及び会長代行に事故があるとき又は

欠けたときは、その職務を代行する。 

４ 監査役は、本会の業務及び財産の状況を監査する。 

 （総会） 

第９条 本会の総会は、全ての会員をもって構成し、年に１回開催するものとする。

ただし、必要があると認めるときは、臨時に開催できるものとする。 

２ 総会は、次の事項について議決する。 

 (1) 規約の変更 

 (2) 活動計画の策定又は変更 

 (3) 収支予算の策定 

 (4) 収支決算の認定 

 (5) その他本会の運営に関する重要事項 

３ 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 



４ 総会の議事については、議事録を作成するものとする。 

 （活動計画等） 

第10条 会長は、毎年度の開始前に活動計画書及び収支予算書を作成し、総会の承認

を得なければならない。 

２ 会長は、毎年度の終了後に活動報告書及び収支決算書を作成し、監査役の監査を

経て、総会の承認を得なければならない。 

 （部会） 

第11条 会長は、活動内容に応じ部会を設置することができる。 

２ 部会は、正会員により構成するものとする。 

 （事務局） 

第12条 本会の事務を処理するため、新潟県三条市経済部営業戦略室内に事務局を置

く。 

 （その他） 

第13条 この規約に定めのない事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成２７年６月１０日から施行する。 

２ 第５条及び第７条第１項第４号の規定は、平成２８年度から施行する。 


